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北広島市総合計画（第 6次）前期 5年の進行管理について 

 

１ 総合計画（第 6次）の構成と期間について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 基本構想 ＜計画期間：10年＞ 

本市の将来像とまちづくりの基本的な方向性などを明らかにし、総合的かつ計画

的な行政運営の指針となるもの。 

 

【計画期間】令和 3 年度(2021 年度)から令和 12 年度(2030 年度)までの 10 年 

 

② 基本計画 ＜計画期間：前期 5年、後期 5年＞ 

基本構想に掲げる将来像やまちづくりの基本的な方向性などに基づき、基本構想の実

現に向けた政策・施策を体系的に示すもの。社会情勢の変化などに応じて柔軟に対応。 

 

【計画期間】前期 5年：令和 3年度(2021年度)から令和 7年度(2025 年度)まで  

後期 5年：令和 8年度(2026年度)から令和 12年度(2030 年度)まで 

 

③ 推進計画 ＜計画期間：3年＞ 

基本構想及び基本計画に基づき、目標達成に向けた具体的な事業を示すもの。 

計画期間は 3 年間とし、ローリング方式※により毎年度見直しを行い、予算編成に反映

させる。 

※ ローリング方式…推進計画の内容と実績のずれを埋めることや社会経済情勢等の変化に合

わせて見直すなど部分 的な修正を定期的に行う手法。 
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２ 総合計画推進委員会について 

総合計画推進委員会は、北広島市総合計画推進委員会設置条例に基づき設置され、総合計

画の策定、進行管理及び評価に関する事項について、調査審議を行っていただく機関。 

 

 

３ 総合計画（第 6次）前期 5年の調査審議について 

【令和 3年度から令和 6年度まで】 

・主に総合計画（第 6次）の進行管理及び評価に関する調査審議 

・進行管理及び評価方法は、各章の節ごとに設定している成果指標を用いて実施 

・成果指標は令和 5年度実施予定の市民意識調査結果を反映し評価する 

【令和 7年度】 

・令和 8年度からの後期 5年の基本計画策定に関する調査審議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


